
　　ア　国及び地方公共団体

漁場整備法に基づく道路に限る

　　イ　当該工事の発注当時において効力を有していた法人税法別表第１に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）

　　エ　その他ア、イ又はウに準ずる者が発注した工事

（５）同種（同規模）工事の元請施工実績における工種の意義は、次に掲げるとおりである。

工種名 内容

道路改良工事 道路中心線設計・道路縦断設計に基づき施工管理する１車線以上の道路の新設及び改築工事

ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港

　　ウ　当該工事の発注当時において効力を有していた建設業法施行規則第18条に掲げる法人

一般競争入札（事後審査型）公告共通事項

１　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

（１）入札に参加する者（特定建設工事共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定建設工事
　　共同企業体の構成員をいう。以下同じ。）に必要な資格に係るすべての要件は、特別な定めがある場合を除き、開
　　札日において満たしていなければならない。

　　エ　地方自治法施行令第167条の４に該当する者でないこと

（４）同種（同規模）工事の元請施工実績が「公共工事等」に限定されている場合の「公共工事等」とは、次に掲げる
　　者が発注した工事をいうものとする。

　　ウ　会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申
　　　立てがなされている者については、手続開始の決定後、世羅町長が別に定める手続に基づいて入札参加資格の
　　　再認定を受けていること

（２）入札に参加する者は、次の要件をすべて満たしていなければならない。

（３）その所在地について技術要件以外の要件としていることがある建設業法第３条第１項の営業所のうち、「主たる
　　営業所」とは、営業所を統括し、指揮監督する権限を有する１箇所の営業所で、建設業許可申請書別紙二（１）又
　　は別紙二（２）に主たる営業所として記載したものをいう。

　　ア　この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、世羅町の指名除外措置の対象となっていないこと

　　イ　この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第３項又は第５項の規定による
　　　営業停止処分（本件入札に参加し、又は本件工事の受注者となることを禁止する内容を含まない処分を除く。）
　　　を受けていないこと

道路工事

下水処理場工事 下水処理施設の新設又は増築工事

ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港

漁場整備法に基づく道路に限る

橋梁下部工事 １車線以上の車道橋における橋台・橋脚の新設工事

上記以外の道路工事で、道路維持修繕工事、道路構造物維持工事又は道路災害復旧工事等

下水道工事 上記以外の下水道工事で、下水道処理施設の維持修繕工事

河川・砂防改修工事 流量計算に基づいて計画された河川、砂防渓流保全工事又はえん堤工事

河川・砂防工事 上記以外の河川・砂防工事で、維持修繕又は災害復旧工事等

ただし、維持修繕工事は含まない

管渠開削工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業（給水管を除く）、工業用水道事業又は農業

用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、開削工法による新設工事

管渠推進工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業（給水管を除く）、工業用水道事業又は農業

用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、推進工法による新設工事

治山工事 森林法に規定する保安施設事業の渓間工事又は山腹工事

道路舗装工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路におい

て、アスファルト舗装要綱に基づくアスファルト舗装工事（オーバーレイ舗装を含む）

道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路においコンクリート
舗装工事

て、セメントコンクリート舗装要綱に基づくコンクリート舗装工事

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊対策工事又は、市町を

事業主体とする急傾斜地崩壊対策工事（広島県補助事業に限る）

ただし、維持修繕工事又は小規模崩壊地復旧工事は含まない

道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路におけ

る標識、防護柵、道路反射鏡、視線誘導標、道路鋲の設置等の道路附属物施設設置工事

急傾斜地崩壊
対策工事

る区画線設置工事

道路付属物設置工事

区画線工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路におけ



（５）次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。

　　ア　公告に定める入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき

　　キ　入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき

　　ク　その他関係規則等により不適切な入札と認められた場合

（１）入札は、広島県内の地方公共団体等が共同で運用する電子入札等システムを利用した電子入札案件であり、入
　　札に関する手続きについては世羅町電子入札実施要領を適用する。
　　　ただし、世羅町電子入札実施要領で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者及び電子入札システム利
　　用登録者以外の者は、入札書と工事費内訳書を持参等により入札執行者に提出する。

（４）提出された入札書又は工事費内訳書の書換え、引替え又は撤回は認めない。

（６）技術要件以外の要件において建設業法第15条の許可（特定建設業許可）が不要とされている工事であっても、
　　下請代金の額によっては、建設業法第３条第１項の規定により特定建設業許可が必要となる場合があるので注意
　　すること。この場合には、技術要件において建設業法第７条第２号に該当する者（主任技術者）を配置すること
　　とされている工事であっても、建設業法第26条の規定により主任技術者にかえて建設業法第15条第２号に該当す
　　る者（監理技術者）を配置しなければならない。

（３）電報による入札は認めない。

２　入札方法等

　　オ　入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき

　　カ　必要な記載事項を確認できない入札をしたとき

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額（当該
　　金額に１円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消
　　費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金
　　額を入札書に記載すること。

　　ウ　入札者が２以上の入札をしたとき

　　エ　他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき

　　イ　契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき

（１）入札参加者は、入札の際に工事費内訳書を提出しなければならない（提出がない場合は入札を無効とする。）。

（２）工事費内訳書の様式は指定しないものとするが、工事の内訳は、営繕工事は科目まで、その他の工事は種別
　　（レベル２）まで記載するものとする。

４　工事費内訳書の取扱い

　　世羅町財務規則（平成16年世羅町規則第38号）第84条の規定による。

（３）提出された工事費内訳書が次のアからオまでのいずれかに該当する場合には、その者の入札を無効とする。

（６）入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。

３　入札保証金

　　エ　工事の内訳が漏れなく記載されていない場合

　　ウ　工事費内訳書の工事価格と入札金額に相違がある場合

（５）工事費内訳書については、ここに記載のもののほか、「世羅町工事費内訳書取扱要領」によるものとする。

５　配置予定技術者及び現場代理人の取扱い

（３）現場代理人は、入札参加希望者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。

（２）配置予定技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。恒常的な雇
　　用関係とは、開札日までに引き続き３か月以上の雇用関係にあることをいう。ただし、専任配置が要件とされて
　　いない工事にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。

（４）配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記入するものとする。なお、「企業の施工実績、技術者
　　の資格・経験工事調書」を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者（３人を限度と
　　する。）を記入することができる。

（５）「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」の提出期限の翌日以降は、真にやむを得ない場合を除き、
　　配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。

　　オ　その他記載すべき項目の記載が確認できない場合

（１）配置予定である監理技術者は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。ただし、監理技術者資格
　　者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有するものであること。

（４）入札参加者は、適正な見積りに基づいて工事費内訳書を作成しなければならない。

　　ア　記名がない又は記名に誤りがある場合

　　イ　工事名及び工事場所が特定できない場合

（６）手持ち工事の工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した者につ
　　いては、後日指名除外措置を行うことがある。



（１）本件工事が建設業法第26条第２項に該当する場合、配置技術者は監理技術者として専任で配置すること。ただ
　　し、建設業法第26条第３項ただし書きを適用する工事にあっては、この限りでない。この場合、兼務する工事の数
　　は、本件工事を含め２件まで（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複
　　する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの
　　については、これら複数の工事を一の工事と見なす。）とする。なお、建設業法第26条第３項第２号を適用する工
　　事（調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合を除く。）においては、次の要件をすべて満たすこと。

（３）本件工事が主任技術者の専任を要さない工事の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。
　　ア　施行令第１条の２及び第27条第１項に該当しない工事にあっては、本件工事を含め６件（災害復旧工事及び道
　　　路維持修繕業務委託に係る件数を除く。）以上の公共工事の現場代理人として配置されていないこと（管理する
　　　工事の施工箇所は、全て世羅町内であること。）。
　　イ　建設業法第26条第３項第１号又は施行令第27条第２項が適用される工事にあっては、本件工事を含め３件以上
　　　の公共工事の技術者として配置されていないこと。
　　ウ　施行令第27条第２項が適用される工事にあっては、本件工事を含め３件以上の公共工事の現場代理人として配
　　　置されていないこと。
　　エ　施行令第27条第１項に該当する工事で、建設業法第26条第３項第１号又は施行令第27条第２項が適用されない
　　　工事にあっては、技術者として配置されていないこと（建設業法第26条第３項第１号が適用される工事にあって
　　　は、本件工事においても同様の要件を満たすこと。）。
　　オ　施行令第27条第１項に該当する工事で、施行令第27条第２項が適用されない工事にあっては、現場代理人とし
　　　て配置されていないこと。
　　カ　技術者又は現場代理人として兼務又は管理する工事の施工箇所は、施行令第27条第２項が適用される工事にあ
　　　っては、全て世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。

（２）本件工事が主任技術者の専任を要する工事の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。
　　ア　建設業法第26条第３項第１号又は施行令第27条第２項が適用される工事を除き、他の工事の技術者として配置
　　　されていないこと。
　　イ　施行令第27条第２項が適用される工事を除き、他の工事の現場代理人として配置されていないこと。
　　ウ　建設業法第26条第３項第１号又は施行令第27条第２項が適用される工事にあっては、本件工事を含め３件以上
　　　の公共工事の技術者として配置されていないこと。
　　エ　施行令第27条第２項が適用される工事にあっては、本件工事を含め３件以上の公共工事の現場代理人として配
　　　置されていないこと。
　　オ　技術者又は現場代理人として管理する工事の施工箇所は、全て世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内で
　　　あること。

　配置技術者の兼務等については次のとおりとし、受注者が本件工事に係る主任技術者又は監理技術者を定めて工事
現場に置いたときは、このことについて誓約書の提出を求めるものとする。

（１）開札手続きの終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。ただし、必要に応じて
　　落札候補者以外の入札参加者に対しても資格要件確認書類の提出を求めることがある。

（２）資格要件確認書類の提出は、次のとおりとする。

７　資格要件確認書類の提出

（９）配置予定技術者に関する要件としている「建設業法第15条第２号イに該当する者」とは、１級国家資格者（１
　　級の技術検定合格者、技術士、１級建築士）をいい、同号ロに該当する者（指導監督実務経験者）及び同号ハに
　　該当する者（国土交通大臣特別認定者）を除く。

・ 特定建設工事共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、構成員ごとに作成すること。

・

　　イ　次の要件をすべて満たすこと。

　　（ア）当該営業所（経営業務の管理責任者の場合は、主たる営業所）において請負契約が締結された建設工事で
　　　　あること。
　　（イ）工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接して
　　　　いること。
　　（ウ）当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

総合評価落札方式において提出済みの場合は、省略を可とする。（別途、指示する。）

ア　資格要件確認書類提出書

　　ア　建設業法第26条の５第１項の要件をすべて満たすこと（経営業務の管理責任者の場合、同項第１号の「当
　　　該営業所」を「主たる営業所」と読み替えて準用する。）。

　　ア　兼務する工事の施工箇所は、世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。
　　イ　工事現場に専任で配置する建設業法施行令（以下「施行令」という。）第29条第１項で定める者（以下「監理
　　　技術者補佐」という。）が入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。

（８）開札日において建設業許可における経営業務の管理責任者又は営業所技術者等（営業所技術者又は特定営業所
　　技術者（当該事項に関して必要な変更届を、開札日までに許可行政庁に提出していない場合を含む。））の配置
　　は認めない。ただし、技術者の専任性が求められる工事にあっては次のアの要件を満たす場合、専任性が求めら
　　れない工事にあっては次のア、イのいずれかの要件を満たす場合には、当該技術者が所属建設業者と直接的かつ
　　恒常的な雇用関係にある場合に限り、例外的に配置を可能とする（アの要件を満たす場合は本件工事に限る。ま
　　た監理技術者としての配置は次のアの要件を満たす特定営業所技術者に限る。）。

６　配置技術者の兼務等

（７）落札後、工事の施工に当たって、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」に記載した配置予定技術
　　者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合に限る。



・

（３）資格要件確認書類の様式は、世羅町のホームページ（https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/13/
　　245.html「入札契約各種様式」）に掲載している。

施工場所は、都道府県名及び市町村名を記入すること。

受注形態は、該当しないものを抹消すること。

（５）次のアからウのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札者に
　　対し指名除外措置を行うことがある。

コリンズ登録以外の工事等で、公告に記載した技術要件の施工実績を証明する場合に使用する。（コリンズで確認
できる工事では提出不要）

・

・

　　ア　町長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合

　　ウ　提出した資格要件確認書類に虚偽の記入があった場合

・

世羅町の発注工事に係る施工実績の場合は、この様式は提出を要しない。

「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を（　）内に記入すること。コリンズ
だけで施工実績が確認できる場合は、登録内容確認書の添付は不要とする。

「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を（　）内に記入すること。無の場合
又はコリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合は、契約書の写し等（公告で定めた資格要件が確認でき
るもの）を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。ただし、配置予定技術者の工事経験が要件と
されていない工事にあっては、この欄の記入は不要である。

＜技術者の経験工事の概要＞

「コリンズの登録が無の場合」又は「コリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合」は、契約書の写し等
（公告で定めた資格要件が確認できるもの）を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。

＜企業の施工実績の概要＞

・

・

監理技術者の配置が要件とされている工事にあっては、監理技術者資格者証の写し（表裏とも）を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方の写し(講習修了証は表面のみ)を
添付すること。

・

監理技術者又は主任技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの（住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保
険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写し又はこれらに準ずる資料（いずれ
も雇用関係の確認に必要のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。））を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない。なお、専任配置が要件とされている工事にあっ
ては恒常的な雇用関係（３か月以上）が必要である。

・

イ　企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書（別記様式第４号）

・

・

＜技術者の他の工事の従事状況＞

・

・

技術者の他の工事の従事状況の「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を（）
内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは他の工事の内容が確認できない場合は契約書の写し（工期が確
認できるもので可）を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。

ウ　建設工事施工実績証明(願)書（別記様式第５号）

添付資料が総合評価に係る技術資料と重複するものについては、資格要件確認書類の添付資料の省略を可とする。

・ 直近の経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日には、現在有効な経営事項審査の総合評定値通知書の審査基
準日を記入すること。

・

（７）資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を町長から受けた者は、その判
　　断の理由の説明を求めることができる。

　　イ　資格要件の確認のため職員が行った指示に従わない場合

・

・

公告に記載した技術要件の施工実績が確認できるよう、明確に記入すること。

最終請負金額欄については、当該実績がＪＶ工事（共同施工方式）の場合には、ＪＶで受注した全体額を記入し、
（　）内に出資比率に基づいて当該申請者が受注した額を記入すること。

複数の技術者を記入する場合は、様式を複写して添付すること。

配置予定技術者の経験は、原則として工事の全期間従事している場合に認めることとし、準じる技術者（監理技術
者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められる者）の場合は、「下請けを指導する立
場」であったことを確認できる施工体系図等を添付すること。（世羅町低入札価格調査制度事務取扱要綱の「低入
札技術者」としての施工実績は認めていない。）

完了検査を終了している工事について記入すること。

・

・

・

・

・

（６）提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。

工事内容は、公告に記入した技術要件の施工実績の実績が確認できるよう、明確に記入すること。

工事名は、完了検査を終了している工事について記入すること。

・

（４）提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合は、当該入札者に対し指名
　　除外措置を行うことがある。

特定建設工事共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、構成員ごとに作成すること。

主任技術者の配置が要件とされている工事にあっては、資格を確認できる書類の写しを添付すること（実務経験者
の場合は、実務経歴書を添付すること）。

他の工事現場に現場代理人として配置している者（災害復旧工事、路線委託業務及び除草業務除く。）を配置予定
技術者とする場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを添付すること。（本件工事
が、主任技術者の専任を求めない災害復旧工事の場合は添付を不要とする。）



（２）世羅町建設工事執行規則第８条の２の規定により調査基準価格を定めた工事において調査基準価格を下回る価
　　格で入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）がある場合は、（１）の規定による審査に加えて世羅町
　　低入札価格調査制度事務取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する（同要綱別記１「適正な履行確保
　　の基準」を満たす者でなければ落札者としない）ものとする。

（２）建設工事請負契約約款第43条第２項の規定による契約解除（受注者の債務不履行等による契約解除）が行われ
　　た場合に受注者が支払うべき違約金を請負代金額の10分の３とする。

12　下請負人の健康保険等加入義務等について

　　社会保険等未加入対策の取扱いは次のとおりとする。

（１）受注者は、原則として次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等（建設業法第２条第３項に規定する
　　建設業者及び同法第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をい
　　い、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人（同法第２条第５項に
　　規定する下請負人をいう。以下同じ。）としてはならない。
　　ア　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務
　　イ　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務
　　ウ　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出の義務

（２）（１）の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、
　　社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
　　ア　受注者と直接下請契約（建設業法第２条第４項に規定する下請契約をいう。以下同じ。）を締結する下請負人
　　　次のいずれにも該当する場合
　　（ア）当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情が
　　　　あると発注者が認める場合
　　（イ）発注者の指定する期間内（原則30日）に、当該社会保険等未加入建設業者が（１）に掲げる届出の義務を履
　　　　行した事実を確認することができる書類（以下「確認書類」という。）を、受注者が発注者に提出した場合
　　イ アに掲げる下請負人以外の下請負人　次のいずれかに該当する場合
　　（ア）当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情が
　　　　あると発注者が認める場合
　　（イ）発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日（発注者が、受注者において確認書
　　　　類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後
　　　　の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

８　落札者の決定方法

９　調査基準価格を下回る金額で入札した者を落札者とした場合の措置

（４）監理技術者又は主任技術者とは別に、これらと同等程度の技術者（以下「低入札技術者」という。）を専任で
　　１名配置しなければならないこととする。なお、低入札技術者の要件は、同種工事の経験を除き、入札公告又は
　　入札条件で定めた監理技術者又は主任技術者の要件と同一とする。

（５）低価格入札者への措置については、ここに記載のもののほか、「世羅町低入札価格調査制度事務取扱要綱」に
　　よるものとする。

（３）落札者の決定がなされた場合には、町長は、その旨を当該工事の入札に参加したすべての者に通知するものと
　　する。

（３）建設工事請負契約約款第53条第１項に定める契約不適合責任期間について、「引渡しを受けた日から２年以内」
　　を、特例により「引渡しを受けた日から４年以内」とする。また、同条第２項に定める契約不適合責任期間は、
　　「引渡しを受けた日から１年」を、特例により「引渡しを受けた日から２年」とする。

　　低価格入札者と契約するときは、次のとおりとする。

11　社会保険の加入に関する下請指導

　受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結する場合は、国が定める「社会保険の加入に関する下請指導
ガイドライン」に従うものとする。

（１）落札候補者（予定価格以下の価格で入札を行った者のうち最低価格入札者をいう。）について、世羅町工事費
　　内訳書取扱要領に基づく審査を行う。審査の結果、適格である場合、落札候補者から提出を受けた資格要件確認
　　書類等により当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を
　　落札者として決定するものとする。落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合（７資
　　要件確認書類の提出（５）の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。）は、当該入札を
　　無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について同様の審査を行う
　　ものとする。この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のう
　　ち、電子くじによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、優先的に審査及び落札者の決定を行う
　　ものとする。
　　　なお、総合評価落札方式においては「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も
　　評価の高い者」と読み替えるものとする。

10　工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

　落札者は、建設業法第20 条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するお
それがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の
把握のため必要な情報と併せて通知すること。

（１）契約保証金の金額を請負代金額の10分の３以上とする。



14　その他

（３）入札公告後、契約締結（町議会の議決を必要とする工事にあっては、議決により本契約となった時）までの間
　　に、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事
　　予定現場の状態が変動するなど、やむを得ない事由が生じたと発注者が判断したときは、入札を中止若しくは延
　　期する場合又は契約を締結しない場合がある。その場合、入札参加者又は落札者が契約又は工事の準備のために
　　要した費用、損害等については、入札参加者又は落札者の負担とする。

13　契約保証金

（２）提出された書類は返却しない。

（４）発注者は、受注者が（３）の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除
　　外措置及び工事成績評定点の減点を行う。

（１）書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

（３）受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、当該各号に定める額を違約金として発注者の指定
　　する期間内に支払わなければならない。
　　ア　社会保険等未加入建設業者が（２）アに掲げる下請負人である場合において、同号（ア）に定める特別の事情
　　　が認められなかったとき又は受注者が同号（イ）に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。受注者が当
　　　該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額
　　イ　社会保険等未加入建設業者が（２）イに掲げる下請負人である場合において、同号（ア）に定める特別の事情
　　　が認められず、かつ、受注者が同号（イ）に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。当該社会保険等未
　　　加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額

　工事請負契約の締結にあたり、契約保証金（請負代金額の10分の１以上。低価格入札者については10分の３以上。）
を契約締結の日（契約の締結に議会の議決が必要な工事においては、世羅町議会の議決の日）までに納付すること。
　ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履
行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。（現金と保険等の
併用及び複数の保険等を組み合わせることは認めない。）


